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(57)【要約】
【課題】本発明は、耐硫化性を有するチップ抵抗器に関
する。
【解決手段】　本発明のチップ抵抗体は、絶縁基板１１
、銀ベースのサーメットを使用して基板の上面に形成さ
れた上部端子電極１２、底部電極１３、上部端子電極１
２間に位置され、それらに部分的に重なる抵抗素子１４
、抵抗素子１４を完全にまたは部分的に覆うオプション
の内側保護コーティング１５、内側保護コーティング１
５を完全に覆い、上部端子電極１２を部分的に覆う外側
保護コーティング１６、基板の端面と上部電極１２と底
部電極１３を覆い外側保護コーティング１６に部分的に
重なるニッケルのメッキ層１７と、ニッケル層１７を覆
う仕上げメッキ層１８とを備える。ニッケル層１７と外
側保護層１６との重なり合いは、ニッケルメッキプロセ
スの前に外側保護層１６の縁部をメッキ可能にするので
封止特性を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板の上に取り付けられた抵抗素子の両側にある硫化を受け易い上部端子電極と、
抵抗素子の上の外側非導電性保護コーティングと、
絶縁基板の対向端面と硫化を受け易い上部端子電極の一部とを覆う少なくとも１つの導電
性金属メッキ層を備え、
金属メッキ層は、事前形成された金属層によって、硫化を受け易い端子電極と外側非導電
保護コーティングの隣接縁部とに接着されることを特徴とするチップ抵抗体。
【請求項２】
　絶縁基板の端面と外側非電導性保護コーティングの端面の金属化により形成された金属
層が事前形成されていることを特徴とする請求項１のチップ抵抗体。
【請求項３】
　金属化層がスパッタリングによって形成される請求項１のチップ抵抗体
【請求項４】
　金属メッキ層がスパッタリングによって形成された請求項１のチップ抵抗体
【請求項５】
　端子電極に接着した金属メッキ層の上に第二の金属メッキ層をさらに含むことを特徴と
した請求項１のチップ抵抗体。
【請求項６】
　外側非導電保護コーティングの隣接する縁部の一部と重なり合う金属メッキ層を含む請
求項１のチップ抵抗体。
【請求項７】
　金属層と効果的に重なり合うことで電極端子を封止することを特徴とする請求項６のチ
ップ抵抗体。
【請求項８】
　前期の封止によって端子電極硫化現象が阻止されることを特徴とする請求項７のチップ
抵抗体。
【請求項９】
　チップ抵抗体が厚膜抵抗体である請求項１のチップ抵抗体。
【請求項１０】
　チップ抵抗体が薄膜抵抗体である請求項１のチップ抵抗体。
【請求項１１】
　端子電極が銀からなる請求項１のチップ抵抗体。
【請求項１２】
　絶縁基板の上に取り付けられた抵抗素子の両側にある硫化を受け易い上部端子電極と、
抵抗素子の上の外側非導電性保護コーティングと、
絶縁基板の対向端面と硫化を受け易い上部端子電極の一部とを覆う少なくとも１つの導電
性金属メッキ層と、端子電極を外的環境から封止することを備えていることを特徴とする
チップ抵抗体の硫化を妨げるための方法。
【請求項１３】
　端子電極を封止するステップは、端子電極の露出し上部と、外側非導電性保護コーティ
ングの隣接する縁部との上に金属メッキ層を重ねることによって行うことを特徴とする請
求項１２の方法。
【請求項１４】
　端子電極を封止するステップは、金属メッキ層の形成の前に外側非導電性保護コーティ
ングの隣接縁部を金属化するすることを含む請求項１２の方法。
【請求項１５】
　請求項１４の工程により作られたことを特徴とするチップ抵抗体
【請求項１６】
　端面を有する絶縁基板の上に上部端子電極と抵抗素子とを形成し、
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抵抗素子と上部端子電極の隣接部分との上に非導電性外側保護コーティングを形成し、
外側保護コーティングの中央部分をマスキングし、
スパッタリングによって外側保護コーティングの縁部を金属化し、
スパッタリングまたは導電インク形成によって基板の端面を金属化し、
マスクを除去し、
外側保護コーティングの金属化された縁部と基板の端面とをニッケルメッキし、
ニッケルメッキの上に仕上げ層を配置する工程によって製造されることを特徴とするチッ
プ抵抗体。
【請求項１７】
チップ抵抗器は、
上面、それと反対側の底面、および対向する端面を有する絶縁基板と、
基板の上面に形成された上部端子電極と、
基板の底面に形成された底部電極と、
上部端子電極の間に位置決めされ、上部端子電極に部分的に重なる抵抗素子と、
上部端子電極を部分的に覆う外側保護コーティングとを含み、
外側保護コーティングの縁部が、メッキによる被覆を容易にするように活性化され、
ニッケルのメッキ層が、基板の端面と上部電極と底部電極とを覆い、外側保護コーティン
グの縁部に重なり、
これにより、その下にある上部端子電極を周囲雰囲気から封止することを特徴とするチッ
プ抵抗体。
【請求項１８】
　少なくても部分的に抵抗素子を覆う内側保護コーティングと、
　内側保護コーティングを完全に覆う外側コーティングを
含むことを特徴とする請求項１７のチップ抵抗体。
【請求項１９】
　硫化を受けやすい物質から形成された上部端子電極及び下部端子電極を含むことを特徴
とする請求項１７のチップ抵抗体。
【請求項２０】
　硫化を受けやすい物質に銀が含まれる請求項１９のチップ抵抗体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、全体を参照として本明細書に組み込む２００７年３月１日出願の米国仮特許
出願第６０／８９２，５０３号に対する米国特許法第１１９条の下での優先権を主張する
ものである。
【０００２】
　本発明は、チップ抵抗器に関し、詳細には、耐硫化性を有するチップ抵抗器に関する。
【背景技術】
【０００３】
　大多数の厚膜チップ抵抗器、およびいくつかの薄膜抵抗器における端子電極は、銀ベー
スのサーメットからなる。金属銀は、高い導電性と、銀ベースのサーメットが空気中で燃
焼されるときの優れた耐酸化性とを含めたいくつかの有利な特性を有する。残念ながら、
金属銀には欠点もある。そのような欠点の１つは、金属銀が硫黄および硫黄化合物の影響
を非常に受け易いことである。その際、銀は、非導電性の硫化銀となり、銀ベース抵抗器
端子に開路が生じる。上記の故障メカニズムは、硫化現象または硫化と呼ばれる。
【０００４】
　従来技術の耐硫黄性のない厚膜チップ抵抗器を、図２に示す。この抵抗器は、絶縁基板
１と、上部銀ベース端子電極２と、底部銀ベース電極３と、抵抗素子４と、オプションの
保護層５と、外側保護層６と、メッキニッケル層７と、メッキ仕上げ層(一般にはスズ)８
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とからなる。各上部電極２が、当接する層、すなわち(ａ)外側保護コーティング６(ガラ
スまたはポリマー)と、(ｂ)メッキニッケル層７およびメッキ仕上げ層８とによって覆わ
れる。問題は、一方の側からの非金属コーティング６と、別の側からのメッキ金属層７，
８との相互の接着性が弱いことである。そのため、それらの間に小さな間隙ができるよう
になり、銀電極２の表面への周囲空気の浸入が生じる。周囲空気が硫黄化合物を含む場合
、しばらく経つと銀電極が破壊される。これが、自動車および工業用途で汎用チップ抵抗
器がよく故障する原因である。
【０００５】
　硫化現象を防止するために２つの公知の方法が使用されている。１つの方法は、耐硫黄
性を有する別の貴金属(金、銀パラジウム合金など)を銀の代わりに用いる、またはそのよ
うな貴金属によって銀をクラッドすることを含む。第２の方法は、銀ベース端子が周囲空
気と接触しないように端子の封しをすることである。
【０００６】
　第１の方法の欠点として、耐硫黄性貴金属が高価であること、金属銀に比べて耐硫黄性
貴金属の導電性が低いこと、および銀でない端子が、銀端子と共に使用するために設計さ
れた厚膜抵抗器インクと適合しない可能性があることが挙げられる。
【０００７】
　従来技術による第２の方法(例えば、全体を参照として本明細書に組み込む米国特許第
７，０９８，７６８号明細書参照)は、補助上部電極９(図３)と最上層オーバーコート６'
との２つの層を追加することからなる。補助上部電極９は、各上部銀ベース端子電極２を
完全に覆い、外側保護コーティング６に部分的に重なる。最上層オーバーコート６'は、
抵抗器の中央部分を覆い、補助上部電極９に重なる。
【０００８】
　そのような構成では、補助上部電極は、オプションの可能(導電性)であり、かつ耐硫黄
性を有するべきである。そのような材料の例として、カーボンフィラーまたはベース金属
フィラーを有するポリマーベースの厚膜インクと、ベース金属フィラーを有する焼結タイ
プの厚膜インクとが挙げられる。補助上部電極を使用する欠点としては、カーボンまたは
ベース金属フィラーを有するポリマーベース材料の導電性が低く、メッキ可能性が低いこ
と、補助上部電極に焼結タイプのインクが使用されるときに抵抗シフトが生じ得ること、
端子において互いに重なる複数の層の間の位置関係を保つのが難しい小さなサイズの抵抗
器(長さ１ｍｍ以下)で実施するのが難しいこと、および抵抗器の厚さが増加することが挙
げられる。
【０００９】
　耐硫化性を有する改良されたチップ抵抗器が必要とされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、本発明の主要な目的、特徴、態様、または利点は、チップタイプの抵抗器
での硫化現象への対処に関して、現況技術に勝るように改良することである。
【００１１】
　本発明の別の目的、特徴、または利点は、標準的な(耐硫化性のない)チップ抵抗器の厚
さよりもチップ抵抗器を厚くすることになる、追加の保護層を必要としない耐硫化性を有
するチップ抵抗器を提供することである。
【００１２】
　本発明のさらに別の目的、特徴、または利点は、例えば、隣接する層と確実に重ね合わ
せて追加の保護層を導入することが難しいことがある最小チップ抵抗器を含めた、全ての
サイズのチップ抵抗器に適用可能な構成または設計である。
【００１３】
　本発明のさらなる目的、特徴、または利点は、例えば(ａ)導電性があり、(ｂ)銀でなく
、(ｃ)低温での堆積に適した従来技術で見られる追加の保護層に関わる制限を有さないチ
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ップ抵抗器を提供することである。上記の要件に合う材料(例えば、ポリマーベースのカ
ーボンインク)は、メッキ可能性が限られている。
【００１４】
　したがって、本発明のさらなる目的、特徴、または利点は、優れたメッキ可能性を有す
る端子を有する耐硫化チップ抵抗器を提供することである。
【００１５】
　本発明のさらなる目的、特徴、態様、および利点は、本出願の他の部分を参照すればさ
らに明らかになろう。本発明のこれらおよび／または他の目的、特徴、態様、または利点
の１つまたは複数が、以下の明細書および特許請求の範囲から明らかになろう。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の一態様によれば、チップ抵抗器が、絶縁基板の上に取り付けられた抵抗素子の
両側にある硫化を受け易い上部端子電極と、抵抗素子の上の外側非導電性保護コーティン
グとを含む。絶縁基板の対向端面と硫化を受け易い上部端子電極の一部とを覆う少なくと
も１つの導電性金属メッキ層が存在し、金属メッキ層は、事前形成された金属層によって
、硫化を受け易い端子電極と外側非導電保護コーティングの隣接縁部とに接着される。
【００１７】
　本発明の別の態様によれば、絶縁基板の上に取り付けられた抵抗素子の両側にある硫化
を受け易い上部端子電極と、抵抗素子の上の外側非導電性保護コーティングと、絶縁基板
の対向端面と硫化を受け易い上部端子電極の一部とを覆う少なくとも１つの導電性金属メ
ッキ層とを有するチップ抵抗器での硫化を妨げるための方法が提供される。この方法は、
外部環境から端子電極を封止できるようにする。封止は、端子電極の露出された上部と、
外側非導電性保護コーティングの隣接縁部との上に金属メッキ層を重ねることによって行
うことができ、あるいは、端子電極の封止は、金属メッキ層の形成の前に外側非導電性保
護コーティングの隣接縁部を適正化(moralization)することを含む。
【００１８】
　本発明の別の態様によれば、チップ抵抗器は、端面を有する絶縁基板の上に上部端子電
極と抵抗素子とを形成し、抵抗要素と上部端子電極の隣接部分との上に非導電性外側保護
コーティングを形成し、外側保護コーティングの中央部分をマスキングし、スパッタリン
グによって外側保護コーティングの縁部を金属化し、スパッタリングまたは導電インク形
成によって基板の端面を金属化し、マスクを除去し、外側保護コーティングの金属化され
た縁部と基板の端面とをニッケルメッキし、ニッケルメッキの上に仕上げ層を配置するプ
ロセスによって製造される。
【００１９】
　本発明の別の態様によれば、チップ抵抗器は、上面、それと反対側の底面、および対向
する端面を有する絶縁基板と、基板の上面に形成された上部端子電極と、基板の底面に形
成された底部電極と、上部端子電極の間に位置決めされ、上部端子電極に部分的に重なる
抵抗素子と、上部端子電極を部分的に覆う外側保護コーティングとを含み、外側保護コー
ティングの縁部が、メッキによる被覆を容易にするように活性化され、ニッケルのメッキ
層が、基板の端面と、上部電極と、底部電極とを覆い、外側保護コーティングの縁部に重
なり、それにより、下にある上部端子電極を周囲雰囲気から封止する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一態様による装置のかなり拡大された断面図である。
【図２】従来技術(耐硫化性のない)抵抗器のかなり拡大された断面図である。
【図３】図２と同様であるが、従来技術の耐硫化抵抗器を例示する図である。
【図４】本発明の一態様による、図１の抵抗器を製造する方法の断面図および例示である
。
【図５】(マスキングを用いずに)低強度スパッタリングを使用する金属化プロセスを使用
して抵抗器を製造する方法の断面図および例示である。
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【図６】(マスキングを用いて、または用いずに)非常に高い強度のスパッタリングを使用
して抵抗器を製造する方法の断面図および例示である。
【図７】本発明の製造プロセスの一実施形態を例示する流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明をより良く理解できるように、特定の装置およびその製造方法を以下に詳細に説
明する。これは、本発明が取ることができる１つの形態にすぎないことを理解されたい。
当業者に明らかな変形形態が本発明に含まれる。
【００２２】
　本発明は、絶縁基板１１と、銀ベースのサーメットを使用して基板の上面に形成された
上部端子電極１２と、底部電極１３と、上部端子電極１２間に位置され、それらに部分的
に重なる抵抗素子１４と、抵抗素子１４を完全にまたは部分的に覆うオプションの内側保
護コーティング１５と、内側保護コーティング１５を完全に覆い、上部端子電極１２を部
分的に覆う外側保護コーティング１６と、基板の端面、上部電極１２、および底部電極１
３を覆い、外側保護コーティング１６に部分的に重なるニッケルのメッキ層１７と、ニッ
ケル層１７を覆う仕上げメッキ層１８とを備えるチップ抵抗器(図１)に関する。
【００２３】
　ニッケル層１７と外側保護層１６との重なり合いは、ニッケルメッキプロセスの前に、
外側保護層１６の縁部をメッキ可能にするので、封止特性を有する。したがって、銀端子
電極は、専用の保護層を用いずに封止される。銀端子電極は、標準的な(耐硫黄性のない)
チップ抵抗器の端子において、銀電極と仕上げ金属化層(一般にはスズ層)との間で拡散お
よび浸出障壁として一般に使用される、ニッケルメッキ層に保護の役割を与えることによ
って封止される。
【００２４】
　保護層１６のような誘電材料をメッキ可能にするために使用し得る方法として、限定は
しないが、例えば、導電材料の形成(金属スパッタリングや金属の化学的蒸着など)によっ
て、または構造を変えること(加熱によるポリマーの炭化など)によって誘電材料を活性化
させることが挙げられる。
【００２５】
　図４に、外側保護コーティング１６の縁部の活性化のために金属スパッタリングが使用
されるプロセスを示す。適切な金属(例えば、ニクロム合金)が、外側保護コーティング１
６上にスパッタされ、マスク１９によって覆われていない外側保護コーティング１６の縁
部をメッキ可能にする。その後のメッキプロセス中、スパッタされた金属化層により、ニ
ッケルが、銀端子１２、１３、および基板１１の端面１１'をメッキするだけでなく、外
側保護コーティング１６の縁部まで延在するようになり、下にある銀電極１２を封止する
。ニッケル層と外側保護コーティング１６の金属化された縁部との良好な接着が、銀電極
１２の良好な封止を保証する。
【００２６】
　図５に、スパッタリング・プロセスの第２の実施態様を示す。スパッタリングは、外側
保護コーティング１６をマスクせずに、しかし極端に低いスパッタリング強度で、チップ
抵抗器の上側から行われる。得られる不十分な金属化は、外側保護コーティング縁部のメ
ッキを容易にするが、機械的な摩耗により、メッキ浴内ですぐに劣化する。したがって、
上面全体のしっかりとした金属化は得られない。
【００２７】
　図６に、スパッタリング・プロセスの第３の実施態様を示す。スパッタリングは、隣接
する積層チップ間の間隙に浸入してチップの上側の末端部分の金属化を保証するのに十分
な非常に高いスパッタリング強度で、外側保護コーティング１６のマスキングを用いて、
または用いずに、積層チップの端面から行われる。外側保護コーティング１６によって覆
われるチップの中央部分が末端領域よりも厚いので、積層チップ間に間隙が存在する。
【００２８】
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　従来技術(図２および図３)では、保護コーティング６(図２)および６'(図３)の縁部へ
のメッキニッケル層７の接着が弱いので、ニッケル層７が銀保護素子として働くことはで
きない。
【００２９】
　硫化を受け易い電極を保護するために、本発明は、標準的な(耐硫黄性のない)チップ抵
抗器の端子において銀電極と仕上げ金属化層(スズ層)との間で拡散および浸出障壁として
一般に使用されるメッキニッケル層に保護層の機能を与えることができるようにする。こ
のために、適切な金属(例えば、ニクロム合金)が、(銀電極に隣接する)外側保護コーティ
ングの縁部に設けられ(ｄｅｐｏｓｅｄ)、これらの縁部をメッキ可能にする。これにより
、ニッケルが、銀電極にメッキするだけでなく、外側保護コーティングの縁部まで延在す
るようになり、下にある銀電極を封止する。
【００３０】
　この手法の利点として、追加の保護層が必要とされないことが挙げられる。したがって
、チップ抵抗器の厚さは、標準的な(耐硫黄性のない)チップ抵抗器の厚さと同じである。
さらに、この構成は、追加の保護層を必要としないので、最小チップを含めた全てのサイ
ズのチップに適用可能である。さらに、端子が、優れたメッキ可能性を保つ。
【００３１】
製造プロセス
　本発明はまた、チップ抵抗器を製造する方法に関する。図７に、本発明の製造プロセス
の一実施形態を例示する。ステップ２０で、上部端子電極１２および底部端子電極１３の
形成が行われる。次に、ステップ２１で、抵抗素子１４の形成が行われる。次に、ステッ
プ２２で、オプションの内側保護コーティング１５の形成が行われることがある。当然、
このステップは任意に選択できるのであり、必須ではない。次に、ステップ２３で、外側
保護コーティング１６の形成が行われる。ステップ２４で、マスク１９による外側保護コ
ーティングの中央部分のオプションのマスキングが行われることがある。ステップ２５で
、(例えば、図４～６に示されるように金属スパッタリングによって)外側保護コーティン
グ１６の縁部の活性化が行われる。ステップ２６で、(例えば、金属スパッタリングまた
は導電インク形成によって)基板１１の端面１１'の活性化が行われる。ステップ２７で、
オプションのマスクが使用された場合にはオプションのマスクの除去が行われる。ステッ
プ２８で、(好ましくは、ニッケルまたはニッケル合金を使用して)メッキが行われる。ス
テップ２９で、層メッキが仕上げられる。１つの順序で提示したが、ステップの順序を適
宜変えることもできる。例えば、必要であれば、上部端子電極１２および底部端子電極１
３と抵抗器１４の形成の順序を変えることができる。
【００３２】
　ステップ２５が、硫化を受け易い端子を封止することによって、硫黄含有周囲環境に対
するチップ抵抗器の耐性を与える。以上により、耐硫化チップ抵抗器に関する方法および
装置が開示された。本発明は、材料のタイプの変更、ステップの順序の変更、オプション
のステップが行われるか否か、ならびに本発明の趣旨および範囲内の他の変更例、代替例
、および選択肢を含めた多くの変更を想定する。
【符号の説明】
【００３３】
　　１…絶縁基板
　　２…上部銀ベース端子電極
　　３…底部銀ベース端子電極
　　４…抵抗素子
　　５…オプションの保護層
　　６…外側保護層
　　６’…最上層オーバーコート
　　７…メッキニッケル層
　　８…メッキ仕上げ層
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　　９…補助上部電極
　１１…絶縁基板
　１２…上部端子電極
　１３…底部電極
　１４…抵抗素子
　１５…内側保護コーティング
　１６…外側保護コーティング
　１７…ニッケルメッキ層
　１８…メッキ仕上げ層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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